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①子ども・子育て支援法（抜粋） 

（定義） 

第６条 この法律において「子ども」とは，18歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者をいい，「小学校就学前子ども」とは，子どものうち小学校就学の始期に達するまでの

者をいう。 

第７条 １～３ 略 

４ この法律において「教育・保育施設」とは，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）第２条

第６項に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。），学校教育法（昭和22年法

律第26号）第１条に規定する幼稚園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受けた

もの及び同条第９項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。）及び児

童福祉法第39条第１項に規定する保育所（認定こども園法第３条第１項の認定を受けたもの及

び同条第９項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。）をいう。 

第14条 市町村は，子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは，この法

律の施行に必要な限度において，当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育（教育

又は保育をいう。以下同じ。）を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であっ

た者に対し，報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ，又は当該職員に関係

者に対して質問させ，若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り，その設

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

（支給要件） 

第19条 子どものための教育・保育給付は，次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し，そ

の小学校就学前子どもの第27条第１項に規定する特定教育・保育，第28条第１項第２号に規定

する特別利用保育，同項第３号に規定する特別利用教育，第29条第１項に規定する特定地域型

保育又は第30条第１項第４号に規定する特例保育の利用について行う。 

① 満３歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除

く。） 

② 満３歳以上の小学校就学前子どもであって，保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定

める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

③ 満３歳未満の小学校就学前子どもであって，前号の内閣府令で定める事由により家庭にお

いて必要な保育を受けることが困難であるもの 

２ 内閣総理大臣は，前項第２号の内閣府令を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，

厚生労働大臣に協議しなければならない。 

（市町村の認定等） 

第20条 前条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は，子どものための教育・保育給

給付を受けようとするときは，内閣府令で定めるところにより，市町村に対し，その小学校就

学前子どもごとに，子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当す

る同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し，その認定を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の認定は，小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし，
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小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき，又は明らかでないときは，その小学校

就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

３ 市町村は，第１項の規定による申請があった場合において，当該申請に係る小学校就学前子

どもが前条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは，

政令で定めるところにより，当該小学校就学前子どもに係る保育必要量（月を単位として内閣

府令で定める期間において施設型給付費，特例施設型給付費，地域型保育給付費又は特例地域

型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。）の認定を行うものとする。 

４ 市町村は，第１項及び前項の認定（以下「支給認定」という。）を行ったときは，その結果 

を当該支給認定に係る保護者（以下「支給認定保護者」という。）に通知しなければならない。

この場合において，市町村は，内閣府令で定めるところにより，当該支給認定に係る小学校就

学前子ども（以下「支給認定子ども」という。）の該当する前条第１項各号に掲げる小学校就

学前子どもの区分，保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証（以下「支給

認定証」という。）を交付するものとする。 

５～７ 略 

（支給認定の有効期間） 

第21条 支給認定は，内閣府令で定める期間（以下「支給認定の有効期間」という。）内に限り，

その効力を有する。 

（施設型給付費の支給） 

第27条 市町村は，支給認定子どもが，支給認定の有効期間内において，市町村長（特別区の区

長を含む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設（以

下「特定教育・保育施設」という。）から当該確認に係る教育・保育（地域型保育を除き，第

19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こ

ども園において受ける教育・保育（保育にあっては，同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な１日当たりの時間及び期間を勘

案して内閣府令で定める１日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。）

又は幼稚園において受ける教育に限り，同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保

育に限り，同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定

こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。）を受けた

ときは，内閣府令で定めるところにより，当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し，

当該特定教育・保育（保育にあっては，保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教

育・保育」という。）に要した費用について，施設型給付費を支給する。 

２ 特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする支給認定子どもに係る支給認

定保護者は，内閣府令で定めるところにより，特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当

該支給認定教育・保育を当該支給認定子どもに受けさせるものとする。ただし，緊急の場合そ

の他やむを得ない事由のある場合については，この限りでない。 

３ 施設型給付費の額は，１月につき，第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た

額（当該額が零を下回る場合には，零とする。）とする。 

① 第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分，保育必要量，当該特定教育・保育

施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案し



- 3 - 
 

て内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定教育・保

育に要した費用の額を超えるときは，当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額） 

② 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して市町村が定める額 

４ 内閣総理大臣は，第１項の１日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め，又は変更し

ようとするとき，及び前項第１号の基準を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，

第１項の１日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に，前項第１号

の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに，第72条に規定する子ど

も・子育て会議の意見を聴かなければならない。 

５ 支給認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは，市町村は，

当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認

定教育・保育に要した費用について，施設型給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額

の限度において，当該支給認定保護者に代わり，当該特定教育・保育施設に支払うことができ

る。 

６～８ 略 

（特例施設型給付費の支給） 

第28条 市町村は，次に掲げる場合において，必要があると認めるときは，内閣府令で定めると

ころにより，第１号に規定する特定教育・保育に要した費用，第２号に規定する特別利用保育

に要した費用又は第３号に規定する特別利用教育に要した費用について，特例施設型給付費を

支給することができる。 

① 支給認定子どもが，当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が第20条第１項の規定によ

る申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に，緊急その他やむを得

ない理由により特定教育・保育を受けたとき。 

② 第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが，特定教

育・保育施設（保育所に限る。）から特別利用保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な１日当たりの時間及び期間

を勘案して内閣府令で定める１日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育（地

域型保育を除く。）をいう。以下同じ。）を受けたとき（地域における教育の体制の整備の

状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 

③ 第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが，特定教

育・保育施設（幼稚園に限る。）から特別利用教育（教育のうち同号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいい，特定教育・保育を除く。

以下同じ。）を受けたとき。 

２ 特例施設型給付費の額は，１月につき，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額

とする。 

① 特定教育・保育 前条第３項第１号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは，当該現に特定教

育・保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属す

る世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額

が零を下回る場合には，零とする。）を基準として市町村が定める額 
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② 特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えると

きは，当該現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支

給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除

して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。） 

③ 特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えると

きは，当該現に特別利用教育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支

給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除

して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。） 

３ 内閣総理大臣は、第１項第２号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項

第２号及び第３号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第１項第２号

の内閣府令については文部科学大臣に、前項第２号及び第３号の基準については文部科学大

臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第72条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴

かなければならない。 

４ 前条第２項及び第５項から第７項までの規定は，特例施設型給付費（第１項第１号に係るも

のを除く。第40条第１項第４号において同じ。）の支給について準用する。この場合におい

て，必要な技術的読替えは，政令で定める。 

５ 略 

（地域型保育給付費の支給） 

第29条 市町村は，支給認定子ども（第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもに限る。以下「満３歳未満保育認定子ども」という。）が，支給認定の有効

期間内において，当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認す

る地域型保育を行う事業者（以下「特定地域型保育事業者」という。）から当該確認に係る地

域型保育（以下「特定地域型保育」という。）を受けたときは，内閣府令で定めるところによ

り，当該満３歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者に対し，当該特定地域型保育（保育

必要量の範囲内のものに限る。以下「満３歳未満保育認定地域型保育」という。）に要した費

用について，地域型保育給付費を支給する。 

２ 特定地域型保育事業者から満３歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満３歳未満保

育認定子どもに係る支給認定保護者は，内閣府令で定めるところにより，特定地域型保育事業

者に支給認定証を提示して当該満３歳未満保育認定地域型保育を当該満３歳未満保育認定子

どもに受けさせるものとする。ただし，緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合につい

ては，この限りでない。 

３ 地域型保育給付費の額は，１月につき，第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して

得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。）とする。 

① 地域型保育の種類ごとに，保育必要量，当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の

事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）の所在する地域等を勘案し

て算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該満３歳未満保育認定地域型保育に要した

費用の額を超えるときは，当該現に満３歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額） 
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② 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して市町村が定める額 

４ 略 

５ 満３歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満３歳未満保育認定地域型保育を

受けたときは，市町村は，当該満３歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定

地域型保育事業者に支払うべき当該満３歳未満保育認定地域型保育に要した費用について，

地域型保育給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において，当該支給認定

保護者に代わり，当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。 

６ 前項の規定による支払があったときは，支給認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があ

ったものとみなす。 

７～８ 略 

（特例地域型保育給付費の支給） 

第30条 市町村は，次に掲げる場合において，必要があると認めるときは，内閣府令で定めると

ころにより，当該特定地域型保育（第３号に規定する特定利用地域型保育にあっては，保育必

要量の範囲内のものに限る。）に要した費用又は第４号に規定する特例保育（第19条第１項第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあって

は，保育必要量の範囲内のものに限る。）に要した費用について，特例地域型保育給付費を支

給することができる。 

① 満３歳未満保育認定子どもが，当該満３歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が

第20条第１項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの

間に，緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。 

② 第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが，特定地

域型保育事業者から特定地域型保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもに対して提供される教育に係る標準的な１日当たりの時間及び期間を勘案して内

閣府令で定める１日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及

び附則第９条第１項第３号イにおいて「特別利用地域型保育」という。）を受けたとき（地

域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認める

ときに限る。）。 

③ 第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが，特定地

域型保育事業者から特定利用地域型保育（特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。）

を受けたとき（地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

に係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認め

るときに限る。）。 

④ 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であっ

て内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する支給認定保護者に係る支給

認定子どもが，特例保育（特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい，第19条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあって

は，同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育

に係る標準的な１日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める１日当たりの時間
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及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。）を受けたとき。 

２ 特例地域型保育給付費の額は，１月につき，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定め 

る額とする。 

① 特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号にお

いて同じ。） 前条第３項第１号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当該現に特定地域型保

育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯

の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を

下回る場合には，零とする。）を基準として市町村が定める額 

② 特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した

費用の額を超えるときは，当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定

める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。） 

③ 特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した

費用の額を超えるときは，当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定

める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。） 

④ 特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは，当該現

に特例保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属

する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該

額が零を下回る場合には，零とする。）を基準として市町村が定める額 

３ 内閣総理大臣は，第１項第２号及び第４号の内閣府令を定め，又は変更しようとするとき，

並びに前項第２号から第４号までの基準を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，

第１項第２号及び第４号の内閣府令については文部科学大臣に，前項第３号の基準について

は厚生労働大臣に，同項第２号及び第４号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣

に協議するとともに，第72条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 

４～５ 略 

（特定教育・保育施設の設置者の責務） 

第33条 特定教育・保育施設の設置者は，支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは，正

当な理由がなければ，これを拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は，第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごと

の当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している支給認定子どもの総数が，当該区分に応ずる当該特定教育・保育施

設の第27条第１項の確認において定められた利用定員の総数を超える場合においては，内閣府

令で定めるところにより，前項の申込みに係る支給認定子どもを公正な方法で選考しなければ

ならない。 

３～６ 略 
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（特定教育・保育施設の基準） 

第34条 特定教育・保育施設の設置者は，次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ，当該

各号に定める基準（以下「教育・保育施設の認可基準」という。）を遵守しなければならない。 

① 認定こども園 認定こども園法第３条第１項の規定により都道府県の条例で定める要件

（当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定める要件に

適合しているものとして同条第９項の規定による公示がされたものである場合に限る。），

同条第３項の規定により都道府県の条例で定める要件（当該認定こども園が同項の認定を受

けたものである場合又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第９項の

規定による公示がされたものである場合に限る。）又は同法第13条第１項の規定により都道

府県（地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第１項の中核市（以下

「指定都市等」という。）の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（認定こども園法第

２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。）（都道府県が設置する

ものを除く。第39条第２項及び第40条第１項第２号において「指定都市等所在幼保連携型認

定こども園」という。）については，当該指定都市等）の条例で定める設備及び運営につい

ての基準（当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。） 

② 幼稚園 学校教育法第３条に規定する学校の設備，編制その他に関する設置基準（幼稚

園に係るものに限る。） 

③ 保育所 児童福祉法第45条第１項の規定により都道府県（指定都市等又は同法第59条の

４第１項に規定する児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域内に

所在する保育所（都道府県が設置するものを除く。第39条第２項及び第40条第１項第２号

において「指定都市等所在保育所」という。）については，当該指定都市等又は児童相談

所設置市）の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準（保育所に係るも

のに限る。） 

２ 特定教育・保育施設の設置者は，市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する

基準に従い，特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場

合にあっては，特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この節において同じ。）を提供し

なければならない。 

３ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては，次に掲げる事項については内閣府令で定める基

準に従い定めるものとし，その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとす

る。 

① 特定教育・保育施設に係る利用定員（第27条第１項の確認において定めるものに限る。

第５項及び次条第２項において「利用定員」という。） 

② 特定教育・保育施設の運営に関する事項であって，小学校就学前子どもの適切な処遇の

確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして

内閣府令で定めるもの 

４ 内閣総理大臣は，前項に規定する内閣府令で定める基準を定め，又は変更しようとするとき，

及び同項第２号の内閣府令を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，文部科学大

臣及び厚生労働大臣に協議するとともに，特定教育・保育の取扱いに関する部分について第

72条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 

５ 特定教育・保育施設の設置者は，次条第２項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき
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又は第 36 条の規定による確認の辞退をするときは，当該届出の日又は同条に規定する予告期

間の開始日の前１月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって，当該利用定員の減少

又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供

を希望する者に対し，必要な教育・保育が継続的に提供されるよう，他の特定教育・保育施設

の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

（市町村によるあっせん及び要請） 

第42条 市町村は，特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに，支給認定保護

者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には，特定教育・保育施設を利用しよう

とする支給認定子どもに係る支給認定保護者の教育・保育に係る希望，当該支給認定子どもの

養育の状況，当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し，当該支給認定子

どもが適切に特定教育・保育施設を利用できるよう，相談に応じ，必要な助言又は特定教育・

保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに，必要に応じて，特定教育・保育施設の設

置者に対し，当該支給認定子どもの利用の要請を行うものとする。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は，前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し，協力

しなければならない。 

（特定地域型保育事業の基準） 

第46条 特定地域型保育事業者は，地域型保育の種類に応じ，児童福祉法第34条の16第１項の規

定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準（以下「地域型保育事業の認可基

準」という。）を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は，市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に

従い，特定地域型保育を提供しなければならない。 

３ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては，次に掲げる事項については内閣府令で定める基

準に従い定めるものとし，その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとす

る。 

① 特定地域型保育事業に係る利用定員（第29条第１項の確認において定めるものに限る。第

５項及び次条第２項において「利用定員」という。） 

② 特定地域型保育事業の運営に関する事項であって，小学校就学前子どもの適切な処遇の確

保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして

内閣府令で定めるもの 

４ 内閣総理大臣は，前項に規定する内閣府令で定める基準を定め，又は変更しようとするとき

及び同項第２号の内閣府令を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，厚生労働大臣

に協議するとともに，特定地域型保育の取扱いに関する部分について第72条に規定する子ど

も・子育て会議の意見を聴かなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は，次条第２項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第

48条の規定による確認の辞退をするときは，当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始

日の前１月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって，当該利用定員の減少又は確認

の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望

する者に対し，必要な地域型保育が継続的に提供されるよう，他の特定地域型保育事業者その

他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

（市町村によるあっせん及び要請） 
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第54条 市町村は，特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに，支給認定保護

者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には，特定地域型保育事業を利用しよう

とする満３歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者の地域型保育に係る希望，当該満３歳

未満保育認定子どもの養育の状況，当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘

案し，当該満３歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう，相談に

応じ，必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに，必要に

応じて，特定地域型保育事業者に対し，当該満３歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うも

のとする。 

２ 特定地域型保育事業者は，前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し，協力しなけ

ればならない。 

第59条 市町村は，内閣府令で定めるところにより，第61条第１項に規定する市町村子ども・子

子育て支援事業計画に従って，地域子ども・子育て支援事業として，次に掲げる事業を行うも

のとする。 

① 子ども及びその保護者が，確実に子ども・子育て支援給付を受け，及び地域子ども・子

育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう，子ども及びその保護

者の身近な場所において，地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき，子ども

又は子どもの保護者からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を行うとともに，関係

機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業 

②～③ 略 

④ 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

⑤～⑬ 略 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第61条 市町村は，基本指針に即して，５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町

村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

① 市町村が，地理的条件，人口，交通事情その他の社会的条件，教育・保育を提供するため

の施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区

域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る

必要利用定員総数（第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定

員総数とする。），特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護す

る小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項第３号に掲げる

小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しよ

うとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

② 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確

保の内容及びその実施時期 

③ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関す

る体制の確保の内容 
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３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては，前項各号に規定するもののほか，次に掲げ

る事項について定めるよう努めるものとする。 

① 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事   

 項 

② 保護を要する子どもの養育環境の整備，児童福祉法第４条第２項に規定する障害児に対し 

て行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門

的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

③ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は，教育・保育提供区域における子どもの数，子どもの

保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の

事情を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は，教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の

事情を正確に把握した上で，これらの事情を勘案して，市町村子ども・子育て支援事業計画を

作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は，社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画，

教育基本法第17条第２項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本

的な計画（次条第４項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による計

画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなけれ

ばならない。 

７ 市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画を定め，又は変更しようとするときは，あら

かじめ，第77条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見

を，その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を

聴かなければならない。 

８ 市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画を定め，又は変更しようとするときは，あら

かじめ，インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求める

ことその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画を定め，又は変更しようとするときは，あら

かじめ，都道府県に協議しなければならない。 

10 市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，こ

れを都道府県知事に提出しなければならない。 

（設置） 

第72条 内閣府に，子ども・子育て会議（以下この章において「会議」という。）を置く。 

（附則） 

（保育所に係る委託費の支払等） 

第６条 市町村は，児童福祉法第24条第１項の規定により保育所における保育を行うため，当分

の間，保育認定子どもが，特定教育・保育施設（都道府県及び市町村以外の者が設置する保育

所に限る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・保育（保育に限る。

以下この条において同じ。）を受けた場合については，当該特定教育・保育（保育必要量の範

囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。）に要した費用について，
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１月につき，第27条第３項第１号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した

費用の額を超えるときは，当該現に支給認定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この

条において「保育費用」という。）を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この

場合において，第27条の規定は適用しない。 

２ 特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については，当分の間，第33条第

１項及び第２項並びに第42条，母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第28条第２項並

びに児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第13条の２第２項の規定は適用し

ない。 

３～８ 略 

（施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置） 

第９条 第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る子

どものための教育・保育給付の額は，第27条第３項，第28条第２項第１号及び第２号並びに第

30条第２項第２号及び第４号の規定にかかわらず，当分の間，１月につき，次の各号に掲げる

子どものための教育・保育給付の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

① 施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額 

イ この法律の施行前の私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）第９条の規定による

私立幼稚園（国（国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人を含む。），都

道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。）の経

常的経費に充てるための国の補助金の総額（以下この項において「国の補助金の総額」

という。），私立幼稚園に係る保護者の負担額，当該施設型給付費の支給に係る支給認

定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣

総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該支給認定教育・保育に要し

た費用の額を超えるときは，当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額）から政令

で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。） 

ロ 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情，特定教育・保育に通常要する費用の

額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して

市町村が定める額 

② 特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ，それぞれイ

又はロに定める額 

イ 特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額 

(1) 国の補助金の総額，私立幼稚園に係る保護者の負担額，当該特例施設型給付費の支給

に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案

して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に

要した費用の額を超えるときは，当該現に特定教育・保育に要した費用の額）から政令

で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情

を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とす

る。）を基準として市町村が定める額 

(2) 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情，特定教育・保育に通常要する費用の
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額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌し

て市町村が定める額 

ロ 特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額 

(1) 国の補助金の総額，私立幼稚園に係る保護者の負担額，当該特例施設型給付費の支給

に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案し

て内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用保育に要し

た費用の額を超えるときは，当該現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定め

る額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案

して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。） 

(2) 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情，特別利用保育に通常要する費用の額 

(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して

市町村が定める額 

③ 特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又

はロに定める額 

イ 特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額 

(1) 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費

の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その

他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該

特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育

に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世

帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額

が零を下回る場合には、零とする。） 

(2) 当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要す

る費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事

情を参酌して市町村が定める額 

ロ 特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額 

(1) 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費

の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案し

て内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特例保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額）から政令で定める額

を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して

市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を

基準として市町村が定める額 

(2) 当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する

費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情

を参酌して市町村が定める額 

 

③ 略 

２～４ 略 
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②就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律【改正前】（抜粋） 

（教育，保育等を総合的に提供する施設の認定等） 

第３条 幼稚園又は保育所等（以下「施設」という。）の設置者（都道府県を除く。）は，その

設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事（保育所に係る

児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条の２の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会

が行う場合その他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては，都道府県の教育委

員会。以下同じ。）の認定を受けることができる。 

２ 前項の条例で定める要件は，次に掲げる基準に従い，かつ，文部科学大臣と厚生労働大臣と

が協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。 

① 当該施設が幼稚園である場合にあっては，幼稚園教育要領（学校教育法第25条の規定に基

づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。）に従

って編成された教育課程に基づく教育を行うほか，当該教育のための時間の終了後，当該幼

稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第39条第１項に規定する幼児に該当する者に

対する保育を行うこと。 

② 当該施設が保育所等である場合にあっては，児童福祉法第39条第１項に規定する幼児に対

する保育を行うほか，当該幼児以外の満３歳以上の子ども（当該施設が保育所である場合に

あっては，当該保育所が所在する市町村（特別区を含む。以下同じ。）における同法第24

条第４項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子ど

もに限る。）を保育し，かつ，満３歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目

標が達成されるよう保育を行うこと。 

③ 子育て支援事業のうち，当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照

らし当該地域において実施することが必要と認められるものを，保護者の要請に応じ適切に

提供し得る体制の下で行うこと。 

３ 幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置され

ている場合における当該幼稚園及び保育所等（以下「幼保連携施設」という。）の設置者（都

道府県を除く。）は，その設置する幼保連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合してい

る旨の都道府県知事の認定を受けることができる。 

（変更の届出） 

第７条 認定こども園（第３条第１項又は第３項の認定を受けた施設及び同条第５項の規定によ

る公示がされた施設をいう。以下同じ。）の設置者（都道府県を除く。次条及び第10条第１項

において同じ。）は，第４条第１項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条の規定によ

り周知された事項の変更（文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ

うとするときは，あらかじめ，その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は，前項の規定による届出があったときは，前条に規定する方法により，同条

に規定する者に対し，当該届出に係る事項についてその周知を図るものとする。都道府県が設

置する認定こども園について同項に規定する変更を行う場合も，同様とする。 
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③就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律【改正後】（抜粋） 

（定義） 

第２条 １～５ 略 

６ この法律において「認定こども園」とは，次条第１項又は第３項の認定を受けた施 設，同

条第９項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 

７ この法律において「幼保連携型認定こども園」とは，義務教育及びその後の教育の基礎を培

うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保

育を一体的に行い，これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて，その

心身の発達を助長するとともに，保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として，この

法律の定めるところにより設置される施設をいう。 

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等） 

第３条 幼稚園又は保育所等の設置者（都道府県を除く。）は，その設置する施設が都道府県の

条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事（保育所に係る児童福祉法の規定による認

可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の規

定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の主務

省令で定める場合にあっては，都道府県の教育委員会。以下この章及び第４章において同じ。）

の認定を受けることができる。 

２ 略 

３ 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置

されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設（以下「連携施設」という。）の設置者

（都道府県を除く。）は，その設置する連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合してい

る旨の都道府県知事の認定を受けることができる。 

４～８ 略 

９ 都道府県知事は，当該都道府県が設置する施設のうち，第１項又は第３項の条例で定める要 

件に適合していると認めるものについて，これを公示するものとする。 

（教育及び保育の内容） 

第 10 条 幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は，第

２条第７項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い，主務大臣が定める。 

２～３ 略 

（設備及び運営の基準） 

第 13 条 都道府県（地方自治法第 252条の 19第１項の指定都市又は同法第 252 条の 22第１項

の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（都道

府県が設置するものを除く。）については，当該指定都市等。次項及び第 25条において同じ。）

は，幼保連携型認定こども園の設備及び運営について，条例で基準を定めなければならない。

この場合において，その基準は，子どもの身体的，精神的及び社会的な発達のために必要な教

育及び保育の水準を確保するものでなければならない。 

２ 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては，次に掲げる事項については主務省令で定める

基準に従い定めるものとし，その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものと

する。 

① 幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認定こども園に配置する
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園長，保育教諭その他の職員及びその員数 

② 幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に

関する事項であって，子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるも

の 

③ 幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって，子どもの適切な処遇の確保及び秘

密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの 

３～５ 略 

（職員） 

第 14 条 幼保連携型認定こども園には，園長及び保育教諭を置かなければならない。 

２～５ 略  

６ 教頭は，園長（副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては，園長及び副園長）を助

け，園務を整理し，並びに必要に応じ園児（幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをい

う。以下同じ。）の教育及び保育（満３歳未満の園児については，その保育。以下この条に

おいて同じ。）をつかさどる。 

 

④児童福祉法【改正後】（抜粋） 

第６条の３ １～８ 略 

９ この法律で，家庭的保育事業とは，次に掲げる事業をいう。 

① 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65号）第 19 条第１項第２号の内閣府令で定め

る事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児（以下「保育

を必要とする乳児・幼児」という。）であつて満３歳未満のものについて，家庭的保育者（市

町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働

省令で定める者であつて，当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長

が適当と認めるものをいう。以下同じ。）の居宅その他の場所（当該保育を必要とする乳児・

幼児の居宅を除く。）において，家庭的保育者による保育を行う事業（利用定員が５人以下

であるものに限る。次号において同じ。） 

② 満３歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して，保育が

必要と認められる児童であつて満３歳以上のものについて，家庭的保育者の居宅その他の場

所（当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。）において，家庭的保育者による保育

を行う事業 

10 この法律で，小規模保育事業とは，次に掲げる事業をいう。 

① 保育を必要とする乳児・幼児であつて満３歳未満のものについて，当該保育を必要とする

乳児・幼児を保育することを目的とする施設（利用定員が６人以上 19 人以下であるものに

限る。）において，保育を行う事業 

② 満３歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して，保育が

必要と認められる児童であつて満３歳以上のものについて，前号に規定する施設において，

保育を行う事業 

11 この法律で，居宅訪問型保育事業とは，次に掲げる事業をいう。 

① 保育を必要とする乳児・幼児であつて満３歳未満のものについて，当該保育を必要とする

乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 
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② 満３歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して，保育が

必要と認められる児童であつて満３歳以上のものについて，当該保育が必要と認められる児

童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 

12 この法律で，事業所内保育事業とは，次に掲げる事業をいう。 

① 保育を必要とする乳児・幼児であつて満３歳未満のものについて，次に掲げる施設におい

て，保育を行う事業 

イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは 

幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用

する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施す

る施設 

ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児

及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から

委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及

びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設 

ハ 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）の規定に基づく共済組合その他の

厚生労働省令で定める組合（以下ハにおいて「共済組合等」という。）が当該共済組合等

の構成員として厚生労働省令で定める者（以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。）

の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置

する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若し

くは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設 

② 満３歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して，保育が

必要と認められる児童であつて満３歳以上のものについて，前号に規定する施設において，

保育を行う事業 

13～14 略 

第８条 第７項，第 27条第６項，第 33条第５項，第 33条の 15第３項，第 35条第６項，第 46

条第４項及び第 59 条第５項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため，

都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし，社会福

祉法 （昭和 26年法律第 45号）第 12条第１項 の規定により同法第７条第１項 に規定する地

方社会福祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」という。）に児童福祉に関する事項を調査審

議させる都道府県にあつては，この限りでない。 

２ 前項に規定する審議会その他の合議制の機関（以下「都道府県児童福祉審議会」という。）

は，同項に定めるもののほか，児童，妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議す

ることができる。 

３ 市町村は，第 34条の 15第４項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を

調査審議するため，児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

４ 都道府県児童福祉審議会は，都道府県知事の，前項に規定する審議会その他の合議制の機関

（以下「市町村児童福祉審議会」という。）は，市町村長の管理に属し，それぞれその諮問に

答え，又は関係行政機関に意見を具申することができる。 

５～７ 略 

第12条の４ 児童相談所には，必要に応じ，児童を一時保護する施設を設けなければならない。 
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第18条の５ 次の各号のいずれかに該当する者は，保育士となることができない。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなつた日から 

起算して２年を経過しない者 

③ この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより， 

罰金の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなつた日から起算し 

て２年を経過しない者 

④ 第 18条の 19第１項第２号又は第２項の規定により登録を取り消され，その取消しの日か 

ら起算して２年を経過しない者 

第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには，保育士登録簿に，氏名，生年

月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 

２ 保育士登録簿は，都道府県に備える。 

３ 都道府県知事は，保育士の登録をしたときは，申請者に第１項に規定する事項を記載した保

育士登録証を交付する。 

第21条の６ 市町村は，障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）

を必要とする障害児の保護者が，やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障

害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費（第56条の６第１項

において「介護給付費等」という。）の支給を受けることが著しく困難であると認めるとき

は，当該障害児につき，政令で定める基準に従い，障害児通所支援若しくは障害福祉サービ

スを提供し，又は当該市町村以外の者に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を

委託することができる。 

第 24 条 市町村は，この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより，保護者の労働

又は疾病その他の事由により，その監護すべき乳児，幼児その他の児童について保育を必要

とする場合において，次項に定めるところによるほか，当該児童を保育所（認定こども園法

第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第９項の規定による公示がされたものを除く。）に

おいて保育しなければならない。 

２ 市町村は，前項に規定する児童に対し，認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども

園（子ども・子育て支援法第 27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等

（家庭的保育事業，小規模保育事業，居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下

同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。 

３ 市町村は，保育の需要に応ずるに足りる保育所，認定こども園（子ども・子育て支援法第

27 条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第 46 条の２第２項において同じ。）

又は家庭的保育事業等が不足し，又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合

には，保育所，認定こども園（保育所であるものを含む。）又は家庭的保育事業等の利用につ

いて調整を行うとともに，認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し，前項

に規定する児童の利用の要請を行うものとする。 

４ 市町村は，第 25 条の８第３号又は第 26 条第１項第４号の規定による報告又は通知を受け

た児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について，その保護者に対

し，保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業
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等による保育を受けること（以下「保育の利用」という。）の申込みを勧奨し，及び保育を受

けることができるよう支援しなければならない。 

５ 市町村は，前項に規定する児童が，同項の規定による勧奨及び支援を行つても，なおやむ

を得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付

費（同法第 28 条第１項第２号に係るものを除く。次項において同じ。）又は同法に規定する

地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費（同法第 30条第１項第２号に係るものを除

く。次項において同じ。）の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは，

当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ，又は

当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して，

保育を行わなければならない。 

６ 市町村は，前項に定めるほか，保育を必要とする乳児・幼児が，子ども・子育て支援法第

42条第１項又は第 54条第１項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受

けたにもかかわらず，なお保育が利用できないなど，やむを得ない事由により同法に規定する

施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例

地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは，次の措

置を採ることができる。 

① 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定

こども園に入所させ，又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こ

ども園に入所を委託して，保育を行うこと。 

② 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育

を行い，又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保

育を行うことを委託すること。 

７ 市町村は，第３項の規定による調整及び要請並びに第４項の規定による勧奨及び支援を適

切に実施するとともに，地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され，児童が，

その置かれている環境等に応じて，必要な保育を受けることができるよう，保育を行う事業

その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等

地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。 

第33条 児童相談所長は，必要があると認めるときは，第26条第１項の措置をとるに至るまで，

児童に一時保護を加え，又は適当な者に委託して，一時保護を加えさせることができる。 

２ 都道府県知事は，必要があると認めるときは，第27条第１項又は第２項の措置をとるに至る

まで，児童相談所長をして，児童に一時保護を加えさせ，又は適当な者に，一時保護を加える

ことを委託させることができる。 

３～５ 略 

第33条の10 この法律で，被措置児童等虐待とは，小規模住居型児童養育事業に従事する者，里

親若しくはその同居人，乳児院，児童養護施設，障害児入所施設，情緒障害児短期治療施設若

しくは児童自立支援施設の長，その職員その他の従業者，指定医療機関の管理者その他の従業

者，第12条の４に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長，当該施設

の職員その他の従業者又は第33条第１項若しくは第２項の委託を受けて児童に一時保護を加

える業務に従事する者（以下「施設職員等」と総称する。）が，委託された児童，入所する児

童又は一時保護を加え，若しくは加えることを委託された児童（以下「被措置児童等」という。）
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について行う次に掲げる行為をいう。 

① 被措置児童等の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

② 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさ 

せること。 

③ 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，同居人若 

しくは生活を共にする他の児童による前２号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職

員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 

④ 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著し 

い心理的外傷を与える言動を行うこと。 

第 34 条の 16 市町村は，家庭的保育事業等の設備及び運営について，条例で基準を定めなけれ

ばならない。この場合において，その基準は，児童の身体的，精神的及び社会的な発達のため

に必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 

２ 市町村が前項の条例を定めるに当たつては，次に掲げる事項については厚生労働省令で定め

る基準に従い定めるものとし，その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌する

ものとする。 

① 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数 

② 家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて，児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持

並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

３ 家庭的保育事業等を行う者は，第１項の基準を遵守しなければならない。 

第34条の20 本人又はその同居人が次の各号（同居人にあつては，第１号を除く。）のいずれか

に該当する者は，養育里親となることができない。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなるまでの者 

③ この法律，児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（平

成11年法律第52号）その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の

刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなるまでの者 

④ 児童虐待の防止等に関する法律第２条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つ

た者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 

２ 略 

第 39 条 保育所は，保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこ

とを目的とする施設（利用定員が 20 人以上であるものに限り，幼保連携型認定こども園を除

く。）とする。 

２ 保育所は，前項の規定にかかわらず，特に必要があるときは，保育を必要とするその他の児

童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。 

第 39 条の 2 幼保連携型認定こども園は，義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして

の満３歳以上の幼児に対する教育（教育基本法（平成 18年法律第 120号）第６条第１項に規

定する法律に定める学校において行われる教育をいう。）及び保育を必要とする乳児・幼児に

対する保育を一体的に行い，これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境

を与えて，その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。 

２ 幼保連携型認定こども園に関しては，この法律に定めるもののほか，認定こども園法の定め
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るところによる。 

第42条 障害児入所施設は，次の各号に掲げる区分に応じ，障害児を入所させて，当該各号に定

める支援を行うことを目的とする施設とする。 

① 福祉型障害児入所施設 保護，日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与 

② 医療型障害児入所施設 保護，日常生活の指導，独立自活に必要な知識技能の付与及び治 

 療 

第45条 都道府県は，児童福祉施設の設備及び運営について，条例で基準を定めなければならな

い。この場合において，その基準は，児童の身体的，精神的及び社会的な発達のために必要な

生活水準を確保するものでなければならない。 

第47条 児童福祉施設の長は，入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対

し，親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間，親権を行う。ただし，民法第797

条の規定による縁組の承諾をするには，厚生労働省令の定めるところにより，都道府県知事の

許可を得なければならない。 

２ 略 

３ 児童福祉施設の長，その住居において養育を行う第６条の３第８項に規定する厚生労働省令

で定める者又は里親は，入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるも

のについても，監護，教育及び懲戒に関し，その児童等の福祉のため必要な措置をとることが

できる。 

 

⑤児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抜粋） 

（最低基準と児童福祉施設） 
第４条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければなら

ない。 
２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を

理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

（児童福祉施設の一般原則） 

第５条 児童福祉施設は，入所している者の人権に十分配慮するとともに，一人一人の人格を尊

重して，その運営を行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は，地域社会との交流及び連携を図り，児童の保護者及び地域社会に対し，当

該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 略 

４ 児童福祉施設には，法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けな

ければならない。 

５ 略 

（児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等） 

第７条の２ 児童福祉施設の職員は，常に自己研鑽
さん

に励み，法に定めるそれぞれの施設の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は，職員に対し，その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならな

い。 
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（他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第８条 児童福祉施設は，他の社会福祉施設を併せて設置するときは，必要に応じ当該児童福祉

施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることがで

きる。ただし，入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に

直接従事する職員については，この限りでない。 

（入所した者を平等に取り扱う原則） 

第９条 児童福祉施設においては，入所している者の国籍，信条，社会的身分又は入所に要する

費用を負担するか否かによつて，差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第９条の２ 児童福祉施設の職員は，入所中の児童に対し，法第 33条の 10各号に掲げる行為そ

の他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第９条の３ 児童福祉施設の長は，入所中の児童等（法第 33 条の７に規定する児童等をいう。

以下この条において同じ。）に対し法第 47 条第１項本文の規定により親権を行う場合であつ

て懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措

置を採るときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

（食事） 

第11条 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この項において同じ。）において，入所している

者に食事を提供するときは，当該児童福祉施設内で調理する方法（第８条の規定により，当該

児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）

により行わなければならない。 

２ 児童福祉施設において，入所している者に食事を提供するときは，その献立は，できる限り，

変化に富み，入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 

３ 食事は，前項の規定によるほか，食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している

者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理は，あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし，少数の児童を

対象として家庭的な環境の下で調理するときは，この限りでない。 

５ 児童福祉施設は，児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならな

い。 

（秘密保持等） 

第14条の２ 児童福祉施設の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 児童福祉施設は，職員であつた者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第14条の３ 児童福祉施設は，その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。 

２ 略 

３ 児童福祉施設は，その行つた援助に関し，当該措置又は助産の実施，母子保護の実施若しく
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は保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言

に従つて必要な改善を行わなければならない。 

４ 児童福祉施設は，社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第１項の

規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（設備の基準） 

第32条 保育所の設備の基準は，次のとおりとする。 

①～⑦ 略 

⑧ 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設ける建

物は，次のイ，ロ及びヘの要件に，保育室等を３階以上に設ける建物は，次のロからチま

での要件に該当するものであること。 

イ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条

第９号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。 

ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ，同表の中欄に掲げる区分

ごとに，それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条

第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内

階段（ただし，同条第１項の場合においては，当該階

段の構造は，建築物の１階から２階までの部分に限り，

屋内と階段室とは，バルコニー又は付室を通じて連絡

することとし，かつ，同条第３項第２号，第３号及び

第９号を満たすものとする。） 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 



- 23 - 
 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし，同条第１

項の場合においては，当該階段の構造は，建築物の１

階から３階までの部分に限り，屋内と階段室とは，バ

ルコニー又は付室を通じて連絡することとし，かつ，

同条第３項第２号，第３号及び第９号を満たすものと

する。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階

以上 

 

 

常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第 123 条第２項各号に規定する構

造の屋外階段 

避難用 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造

の屋外階段 

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，かつ，保育室等の各部分か 

らその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。 

ニ 保育所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。） 

以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床 

若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備で区画されてい 

ること。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の風道が，当該床若しくは壁を貫 

通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ，かつ，当該調理室の外

部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼児の転落事故を防止する 

設備が設けられていること。 

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている

こと。 

チ 保育所のカーテン，敷物，建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているこ 

と。 

（保育所の設備の基準の特例） 

第32条の２ 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は，第11条第１項の規定にかかわらず，当該

保育所の満３歳以上の幼児に対する食事の提供について，当該保育所外で調理し搬入する方法

により行うことができる。この場合において，当該保育所は，当該食事の提供について当該方

法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱，保存等の

調理機能を有する設備を備えるものとする。 

① 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり，その管理者が，衛生面，栄養面等業務
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上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されている

こと。 

② 当該保育所又は他の施設，保健所，市町村等の栄養士により，献立等について栄養の観点か

らの指導が受けられる体制にある等，栄養士による必要な配慮が行われること。 

③ 調理業務の受託者を，当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し，衛生面，栄養面等，

調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 

④ 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や，アレルギー，アトピー等

への配慮，必要な栄養素量の給与等，幼児の食事の内容，回数及び時機に適切に応じることが

できること。 

⑤ 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から，乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関

し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

（保育の内容） 

第35条 保育所における保育は，養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし，その内容に

ついては，厚生労働大臣が定める指針に従う。 

（保護者との連絡） 

第 36 条 保育所の長は，常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり，保育の内容等

につき，その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

 

⑥教育職員免許法（抜粋） 

（種類） 

第４条 ２ 普通免許状は，学校（中等教育学校を除く。）の種類ごとの教諭の免許状，養護教

諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし，それぞれ専修免許状，１種免許状及び２種免許状（高

等学校教諭の免許状にあつては，専修免許状及び１種免許状）に区分する。 

 

⑦学校教育法（抜粋） 

第３条 学校を設置しようとする者は，学校の種類に応じ，文部科学大臣の定める設備，編制そ

の他に関する設置基準に従い，これを設置しなければならない。 
 
⑧学校教育法施行規則（抜粋） 

第54条 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は，その児童の心身の状況に適

合するように課さなければならない。 

 

⑨幼稚園設置基準（抜粋） 

（一般的基準） 

第７条 幼稚園の位置は，幼児の教育上適切で，通園の際安全な環境にこれを定めなければなら

ない。 

２ 幼稚園の施設及び設備は，指導上，保健衛生上，安全上及び管理上適切なものでなければな

らない。 

（園地、園舎及び運動場） 
第８条 園舎は、２階建以下を原則とする。園舎を２階建とする場合及び特別の事情があるため
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園舎を３階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第１階に置か

なければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものに

あつては、これらの施設を第２階に置くことができる。 
２～３ 略 
 

⑩建築基準法（抜粋） 

（用語の定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 ①～⑥ 略 

⑦ 耐火構造 壁，柱，床その他の建築物の部分の構造のうち，耐火性能（通常の火災が終了

するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に

必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート

造，れんが造その他の構造で，国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大

臣の認定を受けたものをいう。 

⑦の２ 準耐火構造 壁，柱，床その他の建築物の部分の構造のうち，準耐火性能（通常の火

災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第９号の３ロ

及び第27条第１項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので，国

土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

⑧～⑨ 略 

⑨の２ 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 耐火構造であること。 

(2) 次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては，(i)に掲げる性能に限る。）に

関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 

(i) 当該建築物の構造，建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火 

災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 

(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了す 

るまで耐えること。 

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に，防火戸その他の政令で定める防火設備

（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要と

される性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので，国土交通大臣

が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有する

こと。 

⑨の３ 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で，イ又はロのいずれかに該当し，外壁の開

口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。 

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの 

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて，イに掲げるものと同等の準耐火性能を有する

ものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適

合するもの 
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⑪建築基準法施行令（抜粋） 

（防火区画） 

第112条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第２条第９号の３イ若しくはロのいずれか

に該当する建築物で，延べ面積（スプリンクラー設備，水噴霧消火設備，泡消火設備その他こ

れらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の２分の１に相当する床面積を除く。

以下この条において同じ。）が1,500平方メートルを超えるものは，床面積（スプリンクラー

設備，水噴霧消火設備，泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の

床面積の２分の１に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計1,500平方メ

ートル以内ごとに第115条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若し

くは壁又は特定防火設備（第109条に規定する防火設備であつて，これに通常の火災による火

熱が加えられた場合に，加熱開始後１時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして，

国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以

下同じ。）で区画しなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する建築物の部分

でその用途上やむを得ない場合においては，この限りでない。 

① 劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂又は集会場の客席，体育館，工場その他これらに

類する用途に供する建築物の部分 

② 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を

含む。）で第115条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは

壁又は特定防火設備で区画されたもの 

２～１６ 略 

（避難階段及び特別避難階段の構造） 

第123条 屋内に設ける避難階段は，次に定める構造としなければならない。 

① 階段室は，第４号の開口部，第５号の窓又は第６号の出入口の部分を除き，耐火構造の壁

で囲むこと。 

② 階段室の天井（天井のない場合にあつては，屋根。第３項第３号において同じ。）及び壁

の室内に面する部分は，仕上げを不燃材料でし，かつ，その下地を不燃材料で造ること。 

③ 階段室には，窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

④ 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々１平方メートル以内で，法第２   

条第９号の２ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）

は，階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び

屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から90センチメートル以上の距離に設けること。た

だし，第112条第10項ただし書に規定する場合は，この限りでない。 

⑤ 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては，その面積は，各々１平方メートル

以内とし，かつ，法第２条第９号の２ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設

けること。 

⑥ 階段に通ずる出入口には，法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で第112条第14項第

２号に規定する構造であるものを設けること。この場合において，直接手で開くことができ，

かつ，自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は，避難の方向に開くことができるものとすること。 

⑦ 階段は，耐火構造とし，避難階まで直通すること。 
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２ 屋外に設ける避難階段は，次に定める構造としなければならない。 

① 階段は，その階段に通ずる出入口以外の開口部（開口面積が各々１平方メートル以内で， 

法第２条第９号の２ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを

除く。）から２メートル以上の距離に設けること。 

② 屋内から階段に通ずる出入口には，前項第６号の防火設備を設けること。 

③ 階段は，耐火構造とし，地上まで直通すること。 

３ 特別避難階段は，次に定める構造としなければならない。 

① 屋内と階段室とは，バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備 

（国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。）を有する付室を通じて連絡するこ

と。 

② 階段室，バルコニー及び付室は，第５号の開口部，第７号の窓又は第９号の出入口の部分

（第129条の13の３第３項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコ

ニー又は付室にあつては，当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を除き，耐

火構造の壁で囲むこと。 

③ 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は，仕上げを不燃材料でし，かつ，その

下地を不燃材料で造ること。 

④ 階段室には，付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備

を設けること。 

⑤ 階段室，バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々１平方メ

ートル以内で，法第２条第９号の２ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設け

られたものを除く。）は，階段室，バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開

口部並びに階段室，バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根（耐火構造の

壁及び屋根を除く。）から90センチメートル以上の距離にある部分で，延焼のおそれのある

部分以外の部分に設けること。ただし，第112条第10項ただし書に規定する場合は，この限

りでない。 

⑥ 階段室には，バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。 

⑦ 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては，はめごろし戸を

設けること。 

⑧ バルコニー及び付室には，階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けない

こと。 

⑨ 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第１項第６号の特定防火設備を，バルコ

ニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。 

⑩ 階段は，耐火構造とし，避難階まで直通すること。 

⑪ 建築物の15階以上の階又は地下３階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又

は地下３階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の

床面積（バルコニーで床面積がないものにあつては，床部分の面積）の合計は，当該階に設

ける各居室の床面積に，法別表第１（い）欄（１）項又は（４）項に掲げる用途に供する居

室にあつては100分の８，その他の居室にあつては100分の３を乗じたものの合計以上とする

こと。 
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⑫学校給食法（抜粋） 

（定義） 

第３条 この法律で「学校給食」とは，前条各号に掲げる目標を達成するために，義務教育諸学

校において，その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。 

２ この法律で「義務教育諸学校」とは，学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校，

中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 

（２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設） 

第６条 義務教育諸学校の設置者は，その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための

施設として，２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（以下「共同調理場」と

いう。）を設けることができる。 

 

⑬学校保健安全法（抜粋） 

（児童生徒等の健康診断） 

第13条 学校においては，毎学年定期に，児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除く。）

の健康診断を行わなければならない。 

２ 学校においては，必要があるときは，臨時に，児童生徒等の健康診断を行うものとする。 

 

⑭教育基本法（抜粋） 

（学校教育） 

第６条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定

める法人のみが、これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じ

て、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者

が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を

高めることを重視して行われなければならない。 

 

⑮社会福祉法（抜粋） 

（運営適正化委員会） 

第83条 都道府県の区域内において，福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するととも

に，福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため，都道府県社会福祉協議

会に，人格が高潔であつて，社会福祉に関する識見を有し，かつ，社会福祉，法律又は医療に

関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。 

（運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等） 

第85条 運営適正化委員会は，福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは，

その相談に応じ，申出人に必要な助言をし，当該苦情に係る事情を調査するものとする。 

 

⑯母子及び寡婦福祉法（抜粋） 

（定義） 

第６条 １～３ 略 

４ この法律において「母子家庭等」とは，母子家庭及び父子家庭をいう。 
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（保育所への入所に関する特別の配慮） 

第28条 市町村は，児童福祉法第24条第３項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合

には，母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 

 

⑰児童虐待の防止等に関する法律（抜粋） 

（児童虐待の定義） 

第２条 この法律において，「児童虐待」とは，保護者（親権を行う者，未成年後見人その他の

者で，児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（18歳に満たない者

をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

① 児童の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

② 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

③ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，保護者以外の同 

居人による前２号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護

を著しく怠ること。 

④ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応，児童が同居する家庭における配偶者 

に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第13条の２ 市町村は，児童福祉法第24条第３項の規定により保育所に入所する児童を選考する

場合には，児童虐待の防止に寄与するため，特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなけれ

ばならない。 

２ 国及び地方公共団体は，児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受け

られるようにするため，教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ

ばならない。 

３ 略 

 

⑱地方自治法（抜粋） 

（条例による事務処理の特例） 

第252条の17の２ 都道府県は，都道府県知事の権限に属する事務の一部を，条例の定めるとこ

ろにより，市町村が処理することとすることができる。この場合においては，当該市町村が

処理することとされた事務は，当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 

２ 前項の条例（同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする

場合で，同項の条例の定めるところにより，規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは，

当該規則を含む。以下本節において同じ。）を制定し又は改廃する場合においては，都道府

県知事は，あらかじめ，その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町

村の長に協議しなければならない。 

３ 市町村の長は，その議会の議決を経て，都道府県知事に対し，第１項の規定によりその権限

に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 
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４ 前項の規定による要請があつたときは，都道府県知事は，速やかに，当該市町村の長と協議

しなければならない。 

（条例による事務処理の特例の効果） 

第252条の17の３ 前条第１項の条例の定めるところにより，都道府県知事の権限に属する事務

の一部を市町村が処理する場合においては，当該条例の定めるところにより市町村が処理す

ることとされた事務について規定する法令，条例又は規則中都道府県に関する規定は，当該

事務の範囲内において，当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 

２ 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町

村に対して行うものとなる助言等，資料の提出の要求等又は是正の要求等は，都道府県知事

を通じて行うことができるものとする。 

３ 第１項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政

機関と行うものとなる協議は，都道府県知事を通じて行うものとし，当該法令の規定により

国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は，都道府県知事を経

由して行うものとする。 

 

（指定都市の権能） 

第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市（以下「指定都市」という。）は，次に掲げる

事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされ

ているものの全部又は一部で政令で定めるものを，政令で定めるところにより，処理すること

ができる。 

 ①～⑬ 略 

２ 略 

（中核市の権能） 

第252条の22 政令で指定する人口30万以上の市（以下「中核市」という。）は，第252条の19

第１項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち，都道府県がその区域にわた

り一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお

いて処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを，政令で定めるところに

より，処理することができる。 

 

２ 略 


